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1. 計画策定の背景と目的等 
1.1 背景 
本県は、ものづくり産業等の分野を中心とした活発な経済活動や日々の安全で快適な県

民生活を支える道路整備に取り組んできており、平成 30 年 3 月末現在で道路橋梁※1 約

4,400 橋、軌道橋梁※2 約 400 橋、トンネル 62 本（軌道 1 本含む）、横断歩道橋 416 橋な

ど、膨大な道路インフラを管理している。

これらの多くは、高度経済成長期などに集中的に整備されたことから､急速に高齢化が

進展している。例えば、供用後 50 年以上経過した橋梁の割合は、現時点では約 40％であ

るが、20 年後には約 76％に急増する。

道路については、その機能維持が恒常的に求められており、既存の道路構造物の高齢化

は避けられなくても、個々の構造物の状態を把握して、損傷があれば時期を失することな

く適切に対策を行い機能喪失を未然に防止する必要がある。

また、膨大な道路構造物を予算制約下で適切に維持管理していくためには、予防保全型

の維持管理を推進し、計画的な点検、診断、修繕を行うことによって修繕費等を縮減・平

準化する合理的なメンテナンスサイクルの確立が急務となっている。

※1：一般の車両や歩行者が通行する橋梁
※2：東部丘陵線及び旧桃花台線の軌道に係る橋梁

1.2 目的 
本計画は、道路を構成する各構造物の変状の調査、健全性の把握、計画的な修繕を着実

に進め、道路構造物の長寿命化と修繕費等の縮減・平準化を図りつつ、道路ネットワーク

の安全性・信頼性を確保することを目的として、平成 27 年 3 月に策定したものである。

策定時点から 3 年程が経過したことや、平成 25 年 6 月の道路法改正を踏まえ平成 26 年 7
月から開始された全国統一基準に基づく道路構造物の定期点検（以下、「法定点検」という。）

等の進捗状況を勘案し、その結果等を反映し今回一部を改定することとした。

1.3 計画の位置付け 
平成 25 年 11 月に決定された「インフラ長寿命化基本計画」（インフラ老朽化対策の推

進に関する関係省庁連絡会議）の中で、各省庁や地方公共団体は、基本計画に基づき、「イ

ンフラ長寿命化計画（以下「行動計画」という。）」及び「個別施設毎の長寿命化計画（以

下「個別施設計画」という。）」を策定することが求められた。

本計画は、本県が行動計画として平成 27 年 3 月に策定した「愛知県公共施設等総合管

理計画」に定める施設類型ごとの長寿命化計画（個別施設計画）のうち道路部門の計画と

して位置づけられるものである。

本計画により、点検・診断の結果を踏まえ、必要な対策を適切な時期に、着実かつ効率

的・効果的に実施するとともに、これらの取組を通じて得られた道路構造物の状態や対策

履歴等の情報を記録し、次期点検・診断等に活用する「メンテナンスサイクル」を構築し

継続的に発展させていくものである。  
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2. 計画の対象構造物 
2.1 計画対象構造物 
本計画が対象とする道路構造物は､道路ネットワークの安全性･信頼性を確保するため、

定期的に変状の調査、健全性の把握を行う必要のある構造物とし、その内訳を、表 2-1 に

示す。

表 2-1 計画対象構造物一覧（平成 30年 4月見込み） 
構造物名 単位 数量 備考 

①道路橋梁※3 

軌道橋梁※3 橋
4,358

388

②トンネル※3 本 62
軌道 1 本含む

浜松市と共同管理の本坂ト

ンネルを含める場合 63 本

カルバート等

③ロックシェッド※3

箇所

4
④大型カルバート※3 42 2 車線以上の程度のもの

⑧アンダーパス※4 49 構造物がある箇所のみ

⑨地下横断歩道※4 91
⑤横断歩道橋※3 橋 416
⑪車道舗装※4 ㎞ 4,589

⑩吹付法面※4 箇所 約 4,000 平成 28 年度末までに点検し

た吹付法面の数：1,429 箇所

附属物

⑫道路照明灯※4

基

約 30,000

大型案内標識 約 6,000 ⑥門型 43 基※3 

⑬門型以外約 5,800 基※4

道路情報表示装置 326 ⑦門型 16 基※3 

⑭門型以外 310 基※4

※3：法定点検 7構造物 
①橋梁（道路・軌道）、②トンネル、③ロックシェッド、④大型カルバート、⑤横断歩道橋 

⑥大型案内標識（門型）、⑦道路情報表示装置（門型） 

※4：自主点検 7構造物 
      ⑧アンダーパス、⑨地下横断歩道、⑩吹付法面、⑪車道舗装、⑫道路照明灯、 

   ⑬大型案内標識（門型以外）、⑭道路情報表示装置（門型以外）
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2.2 各構造物の定期点検着手年度及び年次計画策定スケジュール 
各構造物の定期点検着手年度及び年次計画の策定スケジュールを一覧に示す（表 2-2）。
なお、経年的な劣化に応じて更新される車道舗装や吹付法面、道路照明灯は、延長や管

理数が多く路線単位での管理が望ましいことから、橋梁などとは異なり、路線別の点検実

施数を示すこととする。なお、7.の年次計画は最新の点検結果に基づき、毎年度末を目途

に見直すこととする。

表 2-2 各構造物の定期点検着手年度及び年次計画策定一覧 

構造物名 
定期点検 

 着手年度※5
年次計画 

策定年度 
備  考 

橋梁 平成 19 年度

平成 26 年度

平成 24 年度

初回策定

トンネル 平成 23 年度

カルバート

等

ロックシェッド 平成 25 年度

大型カルバート 平成 27 年度 平成 29 年度

アンダーパス
平成 25 年度

平成 26 年度
地下横断歩道

横断歩道橋 平成 24 年度

車道舗装 昭和 61 年度

吹付法面※6

平成 26 年度

平成 29 年度

点検が完了した構

造物から順次追

加。

附属物

道路照明灯※6

平成 27 年度

～

平成 28 年度

門型については、

平成 27 年度に策

定済み。Ｆ型大型

標識については、

点検が完了した構

造物から順次追

加。

大型案内標識 

（門型・Ｆ型) 

道路情報表示装置 

（門型・Ｆ型） 

※5 定期点検着手年度は、実際に点検に着手した年度であり、予算化年度とは異なる。
※6 吹付法面、道路照明灯については、点検が完了した構造物から順次策定していく。
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3. 計画対象構造物の現状
3.1 橋梁

(1) 概要 
県が管理している道路橋梁は約 4,400 橋（この他軌道橋梁約 400 橋）あり、高度経済

成長期（1950 年代半ば～’70 年代半ば）に全体の約 44％が供用（図 3-1）された。これ

らの橋梁は今後 20 年で、供用後 50 年以上経過する割合が現在（平成 30 年 3 月末現在）

の約 40％から約 76％と想定され、高齢化は急速に進展している。

  また、県が管理する橋長 15m 以上の橋梁数は、北海道、岐阜県、福島県、兵庫県、長

野県に次いで全国 6 位（平成 28 年 4 月：道路統計年報）であり、従来の事後保全的な

維持管理では修繕費用も膨大になると想定されることから、計画的な維持管理を行い、

長寿命化を図る必要がある。

図 3-1 県管理橋梁の供用年度別数※7

(2) 点検、修繕の取組み状況 
本県においては、高度経済成長期を中心に整備された多くの社会資本が、更新期を迎

えるものの、財政的な制約から全てを更新することが困難であることを踏まえ、平成 18
年 3 月に経済的・効率的な維持管理を行う指針として「社会資本長寿命化基本計画～道

路施設（橋梁・舗装）の長寿命化について～」（以下「基本計画」という。）を策定し、

その中で橋梁の要求性能を設定した（表 3-1）。
点検については、平成 19 年 4 月に図 3-2 に示す内容を目的とした橋梁定期点検要領

（案）を策定し、基本計画に基づく維持管理を実現するために、同年から 5 年に 1 回の

頻度で、遠望目視（ただし、桁端部など点検項目毎の着目箇所や第三者影響度が懸念さ

れる橋梁は近接目視）による点検に着手し、平成 23 年度までに全橋梁の初回点検を終

えた。
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※7：供用年度不明・1991年桃花台線を除く
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表 3-1 基本計画における橋梁の要求性能
基本の要求性能 橋梁の要求性能 適 用 

安全性 
構造の安全性 

全橋梁 
走行の安全性 

快適性 美観・景観 
跨道橋・跨線橋・ランドマーク

的な橋梁 

第三者影響度に関する性能 

桁下を利用する人やものに危害を

加える可能性 
跨道橋・跨線橋 

環境影響 全橋梁 

経済性 経済性 全橋梁 

図 3-2 橋梁点検の目的 

平成 24 年度からは 2 回目の点検を行ってきたが、平成 24 年 12 月に発生した中央自

動車道「笹子トンネル」の天井板落下事故を契機に、平成 25 年 6 月に道路法が改正さ

れた。これに伴い、道路の維持修繕に関する国土交通省令・告示が平成 26 年 7 月から

施行され、全ての道路管理者に対して道路橋やトンネルなどの重要な構造物については、

5 年に 1 回の頻度で近接目視による定期点検の実施が義務付けられた。

このため、本県においても統一的な基準で点検し、統一的な尺度で健全性の診断結果

を分類する必要が生じた。同年 9 月からは「橋梁定期点検要領（平成 26 年 6 月 国土

交通省道路局国道・防災課）」を用いた点検に移行した。

 平成 26～28 年度までの法定点検の結果によると、早期措置段階（Ⅲ）と判定された橋

梁は約 1 割に上る（図 3-3）。本県では、平成 30（2018）年度までに近接目視による初

回定期点検を終えるとともに、今後概ね 3 年間（2020 年度まで）を「道路構造物の集中

治療」と位置付け、早期に措置が必要となった構造物をほぼ一掃することを目指す。

点検の目的 

 ■安全で円滑な交通の確保 

  ・構造物としての安全性を確認すること 

  ・道路としての安全性を確認すること 

  ・第三者被害を防止すること 

 ■計画的・効率的な維持管理のための基礎データの収集 

  ・状態の変化を適切に確認・蓄積すること 

 ■沿道住民や利用者へのサービスレベルの確保 

  ・走行性を確認すること 

  ・美観や騒音を確認すること 
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図 3-3 橋梁定期点検の結果(H26～H28)
（図 3-3 の点検数は、構造体別（例：上下分離橋は 2 橋）の数であり、管理橋梁数とは異なる。）

修繕については、原則、点検の翌年度に設計を行い、その次年度に工事を行うよう 3
年サイクルで取り組む。点検の結果、早期措置段階（Ⅲ）と判定された橋梁から優先的

に措置し、2020 年度には「Ⅲ」となった橋梁の一掃を目指す。

法定点検開始以降は、平成 26～28 年度までの近接目視による点検結果を踏まえ、改

めて早期措置段階（Ⅲ）と判定された橋梁、144 橋の修繕を優先的に完了させている。

なお、点検の法定化以前には、平成 19 年度から実施した従前の点検結果を踏まえ、平

成 21 年度に主に橋長 15m 以上の橋梁、平成 24 年度には全橋梁を対象とする「橋梁長

寿命化修繕計画」を策定し、計画的な維持管理に取り組み、平成 24 年度までの定期点検

で緊急対応が必要と判明した 758 橋のうち、平成 26 年度までに 200 橋の修繕を終えて

いる。

3.2 トンネル
(1) 概要 

県が管理しているトンネルは 62 本（浜松市と共同管理の本坂トンネル※8 を含めると

63 本）あり、1950 年代に全体の約 29%が建設され、今後 20 年で、供用後 50 年以上経

過する割合が現在（平成 30 年 3 月末現在）の約 42％から約 68％となり、急速に高齢化

が進展する（図 3-4）。
本県の管理するトンネルの特徴として、矢板工法で建設されたトンネルが 30 本でほ

ぼ半数を占めている（図 3-5）。矢板工法で建設されたトンネルでは、施工上の特徴から、

覆工背面に空洞が存在している箇所や覆工厚が薄い箇所もあり、空洞が涌水などにより

拡大し、空洞内で落石や崩落が起きた場合などには、覆工コンクリートの破損やコンク

リート片の落下・土砂崩落の危険性がある。実際に平成 23 年 8 月には、矢板工法で建

設された県管理(国)151 号太和金トンネル（平成 30 年 3 月末降格）において土砂が崩落

する事故が発生し約半年間にわたり通行止めとなった。この事故によりトンネルの老朽

化対策は喫緊の課題であることが浮き彫りとなった。

橋梁毎の判定区分

定義

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があ
り、早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、又は
生じる可能性が著しく高く、緊急に措置
を講ずべき状態。

区分

Ⅰ:
1,298橋

40%

Ⅱ:
1,644橋

51%

Ⅲ:
302橋

9%

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

点検数

3,244橋
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図 3-4 県管理トンネルの供用年度別数（素掘と矢板が混在する場合は素掘で整理） 

■素掘工法 

支保工やロックボルトを用いず、トンネル地山を掘削する工法。

■矢板工法(在来工法 本県：～1988年供用) 
掘削した壁面に矢板（木製や鉄製の板）をあてがい、その矢板を支

保工（木製や鋼製）で支え、その内側をコンクリートなどで巻きたて

る工法。この工法で構築されたトンネルには、鋼アーチ支保工や矢板

が支障になって覆工と背面地山との間に空洞が残ることが多く、特に

アーチ天端部周辺ではかなりの背面空洞が生じている場合がある。

■ＮＡＴＭ(標準工法 本県：1986年～供用) 
掘削した壁面を素早く吹き付けコンクリートで固め、岩盤とコンク

リートとを固定するボルトを岩盤奥深くにまで打ち込むことにより、

地山自体の支保機能を利用してトンネルを保持する工法。

■開削工法（オープンカット工法）

地表面を掘り下げてトンネルの構造物を構築し、後で埋め戻す工法。

■シールド工法

シールドと呼ばれる鉄の筒状機械を横方向に置き、内側で土を堀り

ながらそのあとにセグメントと呼ばれるパネルをはめこむ工法

(2) 点検、修繕の取組み状況 
従来の点検は、平成 11 年に発生した山陽新幹線福岡トンネルのコンクリート塊落下

事故等、その発生原因（コールドジョイント等）に着目した点検を実施したのみで、定

期的な点検は未実施であった。

このような中、平成 23 年 8 月に東栄町と豊根村にまたがる(国)151 号太和金トンネル
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％
）
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ン
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ル
数
（
本
）

供用年度

ｼｰﾙﾄﾞ 開削 NATM
矢板 素掘 供用数

供用後50年以上を経過
全トンネルの約42％

(20年後)
供用後50年以上を経過
全トンネルの約68％

素掘

12本
19%

矢板

28本
45%

NATM
17本
27%

開削

4本
7%

ｼｰﾙﾄﾞ

1本
2%

素掘

矢板

NATM

開削

ｼｰﾙﾄﾞ

管理数

62本

図 3-5 トンネルの建設工法種別
※8：本坂トンネルは、矢板工法
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（平成 30年 3月末降格）内で背面空洞を起因とした土砂崩落事故が発生したことから、

本県では、愛知県トンネル定期点検要領（案）を策定し、平成 23～25 年度までの 3 ヵ

年で全てのトンネルの詳細点検（初回点検、当時 58 本）を実施した。

その結果、修繕が必要と判定（3A、2A、A）されたトンネル 20 本について、平成 26
年度までに 16 本の修繕を行い、平成 27 年度に残り 4 本の修繕を完了させた。また、詳

細調査が必要とされたトンネル5本のうち、4本において背面空洞が確認された事から、

平成 29 年度までに 2 本の修繕を終え、平成 31(2019)年度までに 2 本を完了させる予定

である。

図 3-6 トンネル定期点検の結果（H26～H28）
（旧太和金トンネルを含む）

平成 26 年度からは、橋梁と同様に国の定期点検要領に基づき近接目視による定期点 

検を計画的に実施している。平成 26 年度からの法定点検の結果によると、早期措置段

階（Ⅲ）と判定されたトンネルが 9 本、約 22％にのぼる（図 3－6）。このうち、平成 28
年度までに 1 本の修繕に着手している。

Ⅰ:1本
2%

Ⅱb:9本
22%

Ⅱa:22本
54%

Ⅲ:9本
22%

Ⅰ

Ⅱb

Ⅱa

Ⅲ

Ⅳ

点検数

41本

■初回点検の判定区分について

3A：緊急に対策を実施

2A：早急（概ね 1～2 年以内）に対策を実施

 A：計画的（概ね 5 年以内）に対策を実施



9 

3.3 カルバート等
3.3.1 シェッド・大型カルバート

(1) 概要
県が管理しているシェッドは、ロックシェッド 4 箇所である（表 3-2）。
また、大型カルバート（内空に 2 車線以上の道路を有する程度の規模のカルバートで

橋梁として管理するものを除く）の管理数は、42 箇所（平成 30 年 3 月末現在）となっ

ており、建設年次が把握できていないものが多い状況にあるが、他の道路構造物と同様、

今後急速な老朽化が懸念される。

なお、大型カルバート以外の小規模なもので、異状が生じた場合に道路の構造又は交

通に支障を及ぼすおそれがあるものについては、今後、具体的な管理方法等を検討して

いく。

表 3-2 県管理のロックシェッド 
名称 路線種別 路線名 所在地 延長(m) 完成年 構造形式

作之沢洞門
一般国道
（指定区間外）

473号 設楽町西薗目 72.5 1979 プレキャスト

洞門

作之沢２号

洞門
一般国道
（指定区間外）

473号 設楽町西薗目 204.0 2017 プレキャスト

洞門

大尾洞門 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村富山大尾 46.1 1972 RC洞門

滝原洞門 主要地方道 飯田富山佐久間線 豊根村古真立 14.6 1989 プレキャスト

洞門

■堤石洞門（設楽町津具地内）は、平成 29年 3月 31日に降格

(2) 点検、修繕の取組み状況 
シェッドの点検については、太和金トンネルの土砂崩落事故を受け、平成 25 年度に

橋梁定期点検要領（案）（平成 19 年 4 月）を準用し 4 箇所（降格済みの堤石洞門含む）

の詳細点検を行った。なお、今後の定期点検については、平成 29 年度に供用した作之沢

2 号洞門を含め、橋梁と同様に国の定期点検要領（平成 26 年 6 月）に基づき継続的に実

施していく。

点検結果によると、損傷状況は大尾洞門と堤

石洞門（降格済み）でひびわれなど軽微な損傷

が確認されが、次回の定期点検までに修繕を要

する損傷は確認されていない。

大型カルバートについては、平成 28 年度以

降、国の定期点検要領に基づき点検に着手して

おり、平成 29 年度に修繕計画を策定した。今後

は、対応が急がれると判定されたものから計画

的に修繕を実施していく。

Ⅰ:6箇所
15%

Ⅱ:29箇所
73%

Ⅲ:5箇所
12%

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

点検数

40本

図3-7 大型カルバート定期点検の結果

(H26～H28)
■判定区分(Ⅰ～Ⅳ)は橋梁と同じ
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3.3.2 アンダーパス
(1) 概要 

これまで、鉄道や道路と立体交差とする場合に、道路が下をくぐる道路構造物（大型

カルバートを除く）をアンダーパスとして定義付けていたが、今回改めて、道路が下を

くぐる道路形態で擁壁等構造物（大型カルバートを除く）がある箇所を点検・修繕の対

象とするアンダーパスとして定義付けた。

県管理のアンダーパスは 49 箇所あり、建設年次が把握できていないものが多い状況

にあるが、他の道路構造物と同様、今後急速な老朽化が懸念される。車線数の内訳は、

4 車線道路が 11 箇所、2 車線道路が 19 箇所となっている（図 3-8）。また、交差物件で

は、鉄道が 30 箇所で最も多く、次いで地方道が 14 箇所、国道が 2 箇所、高速道路が 2
箇所（図 3-9）となっている。車線数や交差物件から判断すると構造物としての重要性

は全般的に高く、老朽化を放置することで大規模な修繕等が必要となった場合、交通規

制等により社会に与える影響が大きくなると考えられる。

図 3-8 アンダーパス車線数         図 3-9 交差物件施設 

(2) 点検、修繕の取組み状況 
太和金トンネルの事故を受け、平成 25 年度に「地下横断歩道定期点検要領（案）（平

成 25 年 11 月）」を用いた点検に着手し、平成 26 年度までに 45 箇所の初回点検を完了

した。

点検結果によると、8 割の構造物に補修を行う必要がある損傷（E、S、C）が確認さ

れた（図 3-10）。
修繕については、初回点検結果を踏まえ平成 26 年度に修繕計画を作成し、平成 28 年

度までに安全性の観点から緊急対応を行う必要がある構造物（E）を優先し、8 箇所の修

繕を終えた。平成 31 年度までには、全施設の健全性を判定する点検を行う予定である。

11箇所
22%

21箇所
43%

3箇所
6%

14箇所
29%

4車線以上
2車線
1車線
自転車道

管理数

49箇所
30箇所

61%

14箇所
29%

2箇所
4%

2箇所
4%

1箇所
2%

鉄道

地方道

国道

高速道路

その他

管理数

49箇所
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図 3-10 アンダーパス点検の結果（H26.9）

3.3.3 地下横断歩道
地下横断歩道は、1960 年代に大きな社会問題となっていた交通事故に対処するために

1966 年に制定された「交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法」を受け、1960 年代

半ばから全国的に急速な整備促進が図られた。県が管理する地下横断歩道は 91 箇所（平

成 30 年 3 月末現在）あり、建設年度が把握できている 62 箇所を見ると、1966 年～’75 年

までの 10 年間に 5 割以上が建設（図 3-12）された。今後 20 年で、供用後 50 年以上経過

する割合が現在の 2％から約 92％となり、急速に高齢化が進んでいくため、修繕費の増大

が見込まれる。

また、地下横断歩道はバリアフリーの観点からみると、交通弱者にとって車道横断時の

障害であるため、通学路に指定されている（図 3-11）等、地域として必要性の高いものを

除き、撤去も含めて修繕の対策方法を慎重に検討していく必要がある。

図 3-11 地下横断歩道の通学路指定状況 

アンダーパスの対策の必要性区分

区分 内容

A 
（健全）

補修を行う必要がない。

B 
（やや注意）

状況に応じて補修を行う。

C 
（注意）

次回点検までに補修を行う。

S 
（不明）

詳細調査を行い、必要に応じて

対策工を実施する。

E 
（危険）

安全性（構造、利用者、第三者）

の観点から緊急対応を行う。

あり：

62箇所
68%

なし：

29箇所
32%

指定

あり

指定

なし

2箇所
4% 7箇所

16%

19箇所
42%

5箇所
11%

12箇所
27%

A

B

C

S

E

点検数

45箇所

管理数

91箇所
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図 3-12 県管理地下横断歩道の供用年度別数 

(2) 点検、修繕の取組み状況 
点検については、太和金トンネルの事故や平成 24 年 12 月に発生した中央自動車道

「笹子トンネルの天井板落下事故」を契機に全国一斉に始まった道路ストック総点検を

踏まえ、平成 25 年度に「地下横断歩道定期点検要領（案）」を策定し、同年度に全 91 箇

所の初回点検を終えた。

点検結果によると、8 割を超える地下横断歩道に補修を行う必要がある損傷（E、S、
C）が確認され、このうち緊急対応が必要なもの（E）は約 3 割に上った(図 3-13)。平成

28 年度までに 10 箇所の修繕を終えた。今後も計画的な修繕を実施していく予定である。

なお、健全性区分を橋梁など重要な構造物と同じ内容とした「地下横断歩道点検要領

（案）」は平成 29 年 7 月に改訂した。この要領（案）に基づき、平成 30 年度までに全

数の 2 回目の点検を終える予定である。

図 3-13 地下横断歩道点検の結果（H26.3） 

地下横断歩道の対策の必要性区分

区分 内容

A 
（健全）

補修を行う必要がない。

B 
（やや注意）

状況に応じて補修を行う。

C 
（注意）

次回点検までに補修を行う。

M 
(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ) 維持作業で早急に対応する。

S 
（不明）

詳細調査を行い、必要に応じて

対策工を実施する。

E 
（危険）

安全性（構造、利用者、第三者）

の観点から緊急対応を行う。

0
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下
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断
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供用年度

地下横断歩道 建設数

累計

供用後 50年以上を経過
全体の約 2％

緊急措置法の制定から 10年間
地下横断歩道の約 52％

(20年後)
供用後 50年以上を経過
全体の約 92％

1箇所
1%

15箇所
16%

39箇所
43%

2箇所
2%
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31%
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管理数

91箇所
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計
（
％
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3.4 横断歩道橋
(1) 概要 

  横断歩道橋は、地下横断歩道と同様に、1960 年代半ばから全国的に急速な整備促進が

図られた。県が管理する横断歩道橋は 416 橋（平成 30 年 3 月末現在）あり、1966 年

～’75 年までの 10 年間に 5 割以上が建設（図 3-14）された。今後 20 年で、供用後 50
年以上経過する割合が現在の24％から約77％となり、急速に高齢化が進んでいくため、

修繕費の急速な増大が見込まれる。

  また、横断歩道橋も、バリアフリーの観点からみると、交通弱者にとって車道横断時

の障害であるため、通学路に指定されている（図 3-15）等、地域として必要性の高い横

断歩道橋を除き、撤去も含めて修繕の対策方法を慎重に検討していく必要がある。

図 3-14 県管理横断歩道橋の供用年度別数

図 3-15 横断歩道橋の通学路指定状況 

あり：
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83%

なし：

69橋
17 %
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）
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建設数

累計
完成後 50年以上を経過
全体の約 24％

緊急措置法の制定から 10年間
全体の約 55％

(20年後)完成後 50年以上を経過
全体の約 77％
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(2) 点検、修繕の取組み状況 
点検については、太和金トンネルの事故を受け、「橋梁定期点検要領（案）」（平成 19

年 4 月）を参考に、「横断歩道橋定期点検要領（案）」を平成 24 年 11 月に策定し、同年

に遠望目視により 113 橋を点検した。

その後、平成 24 年 12 月に発生した中央自動車道「笹子トンネルの天井板落下事故」

を契機に全国一斉に始まった道路ストック総点検を踏まえ、平成 25 年度には、点検目

的を構造の安全性の確保や第三者被害の防止とするとともに、点検方法を近接目視に変

更し、295 橋の点検を実施した。

平成 26 年度には、維持修繕に関する国土交通省令・告示を踏まえ、橋梁と同様に国の

定期点検要領を用いた点検に移行（図 3-16）し、同年度までに新設や撤去予定などの 6
橋を除く全横断歩道橋を対象に近接目視による初回点検に着手した。

法定点検以降の平成 26～28 年度までの点検結果を踏まえ、平成 28 年度には 20 橋の

修繕を終えた。今後も計画的な修繕を実施して行く予定である。

なお、法定化以前の平成 25 年度までの定期点検で対策が必要と判明した 51 橋のう

ち、対策の優先度の高い 16 橋について平成 27 年度までに修繕を終えている。

Ⅰ:118橋
32%

Ⅱ:209橋
57%

Ⅲ:37橋
10%

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

点検数

364橋

図 3-16 横断歩道橋点検結果(H26～H28)
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3.5 車道舗装
(1) 概要 

県が管理する道路は 464 路線、4,623 ㎞あり、そのうち、舗装延長は 4,589 ㎞で全管

理道路延長の 99％である。また、舗装のうちアスファルト舗装は 4,539 ㎞で全管理舗装

延長の約 98％、コンクリート舗装は 50 ㎞で全舗装延長の約 1％である（表 3-3）。

表 3-3 道路現況 

(2) 点検、修繕の取組み状況 
点検については、道路パトロールにより路面状態を監視する日常点検と、路面性状調

査による定期点検を行っている。定期点検においては、路面の経年的な劣化を把握する

ため、路面性状調査により、「ひび割れ率」「わだち掘れ量」の測定を、3 年に 1 回の頻

度で実施してきた（表 3-4）。

表 3-4 路面性状調査実施状況（H26～H28）

点検から得られた結果を基に、管理基準（表 3-5）を満たさない箇所について、年間約

70 億円の修繕費を投入し、計画的に修繕を進めており、管理基準に達成している道路は

延長比で 87%となっている（図 3-17）。
管理区分別では、約 6 割を占める管理区分Ⅰ、Ⅱの総交通量の多い道路の管理基準達

成率は 90%以上である一方で、約 4 割を占める走行交通量の少ない管理区分Ⅲの道路の

管基準達成率は 80%に達していない状況である（図 3-17~19）。
また、舗装の劣化が進行に修繕が追いつかず、管理基準管理基準の達成率は微減して

いる状況である（図 3-20）。

区分

路線数 実 延 長

道路種別 延  長 ％ 延  長 ％ 延  長 ％ 延  長 ％

一般国道 15 821,614 807,642 98.3 13,972 1.7 821,614 100.0 0 0.0

主要地方道 80 1,324,171 1,301,626 98.3 18,543 1.4 1,320,169 99.7 4,002 0.3

一般県道 369 2,477,607 2,429,963 98.1 17,110 0.7 2,447,073 98.8 30,534 1.2

合計 464 4,623,392 4,539,231 98.2 49,625 1.1 4,588,856 99.3 34,536 0.7

　単位：ｍ

砂   利   道
Ａｓ舗 装

舗　　　　　　　　　　　　　　　装

Ｃｏ舗 装 合    計

23号 42号 151号 尾張 西三河 新城設楽

247号 155号 153号 一宮 知立 東三河

248号 259号 257号 海部 豊田加茂

362号 301号 知多

363号 419号
366号 473号
420号

H26 ● ●

H27 ● ●

H28 ● ●

一般国道（指定区間外） 主要地方道・一般県道

年度
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表 3-5 管理基準（H26～H28） 

分類 条件（総交通量）
管理基準

一般部 橋梁部

管理区分Ⅰ 20,000 台/日 以上
ひび割れ率   30%以下

 わだち掘れ量 30 ㎜以下

ひび割れ率   20%以下

 わだち掘れ量 30 ㎜以下

管理区分Ⅱ
20,000 台/日 未満

5,000 台/日 以上

ひび割れ率   40%以下

 わだち掘れ量 40 ㎜以下

ひび割れ率   20%以下

 わだち掘れ量 30 ㎜以下

管理区分Ⅲ 5,000 台/日 未満
ひび割れ率   50%以下

 わだち掘れ量 40 ㎜以下

ひび割れ率   20%以下

 わだち掘れ量 35 ㎜以下

  図 3-17 管理基準達成率（H28）       図 3-18 管理区分（H28）
※9：自転車道や交差点などの重複区間が除外されているため、管理延長とは異なる。

図 3-19 管理区分別の管理基準達成率（H28）

392㎞
8.7%

2,414㎞
53.7%

1,691㎞
37.6%

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

合計

4,497㎞（※9）

3,896㎞
86.6%

601㎞
13.4%

達成

未達成

356㎞
90.8%

36㎞
9.2%

達成 未達成

2,210㎞
91.5%

204㎞
8.5%

達成 未達成

1,330㎞
78.7%

361㎞
21.3%

達成 未達成

Ⅰ

392㎞
Ⅱ

2,414㎞
Ⅲ

1,691㎞



17 

   図 3-20 修繕予算と管理区分別管理基準達成率の状況（H26～H28）

平成 28 年 10 月、国土交通省は舗装の長寿命化・ライフサイクルコストの削減など効

率的な修繕の実施のための技術的助言である「舗装点検要領」を策定した。

本県では、国の要領に準拠して道路の区分や管理基準を見直すこととし、平成 29 年

度から暫定運用、平成 30 年度からの本格運用することとした。

点検手法は、これまでと同様、全ての管理道路について路面性状調査車を用いて行う

こととし、点検頻度は県内を建設事務所単位で 5 つのエリアに分割し、橋梁やトンネル

などの構造物と同様、1 年で 1 エリア、5 年に 1 度とした（表 3-6）。また、測定項目に

ついては、従来の「ひび割れ率」、「わだち掘れ量」に、「IRI（国際ラフネス指標）」を追

加することとする。

なお、当該年度に測定しない箇所については、劣化予測をもって点検に代えるものと

する。

表 3-6 路面性状調査実施計画（H29～H33）

尾張 一宮 西三河 新城設楽

知多 海部 知立 東三河

H29 ●

H30 ●

H31 ●

H32 ●

H33 ●

年度

一般国道（指定区間外）・主要地方道・一般県道

豊田加茂

74 70 70

4 6 5

96.5% 95.2%

90.8%
96.4% 94.2%

91.5%

85.5% 83.1% 78.6%
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H26 H27 H28
単独費 交付金
管理区分Ⅰ 管理区分Ⅱ
管理区分Ⅲ

(億円) (%)
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道路の分類については、図 3-21 に示すイメージのとおり大型車交通量により分類す

るものとし、県管理道路の管理基準については、表 3-7 のとおりとした。

表 3-7 道路の分類及び管理基準

図 3-21 道路の分類のイメージ

使用目標年数は、道路の分類 B、C1 について設定することとし、これまでの本県の舗

装の劣化状況を分析し、使用目標年数を 11 年とした（図 3-22）。
なお、使用目標年数とは、表層を修繕することなく供用し続ける目標のことであり、

表層の供用年数が使用目標年数以上で劣化する区間では、表層等の切削オーバーレイよ

る修繕措置を行い、表層の供用年数が使用目標年数よりも早期に劣化する区間では、詳

細な調査を行って、詳細な調査を実施し、路盤以下を含めた修繕を実施する指標となる

年数のことである。

また、使用目標年数は、今後、点検が一巡した際などに適宜見直すものとする。

図 3-22 使用目標年数
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点検結果による診断・措置については、区分Ⅰ～Ⅲの 3 段階で評価し、さらにⅢにつ

いては、表層の供用年数と使用目標年数との比較により、Ⅲ-1 とⅢ-2 に評価するものと

し、それぞれに診断に応じて、必要な措置を講じるものとする（表 3-8）。
また、IRI については、本県ではこれまで計測した実績がなく、実態が不明であること

から、点検が一巡した際など、適宜管理基準を見直すものとする。

表 3-8 診断及び措置

3.6 吹付法面
(1) 概要 

モルタル吹付工等（以下「吹付法面」という。）は、施工性が良く凹凸のある法面で

も施工可能なことから、簡易な法面保護工として山間部を中心に長く多用されてきた。

しかしながら、施工後数 10 年が経過した吹付法面の中には老朽化が進んでいるものも

あり、背面の土砂とともに崩落する事故が発生している状況にある。

吹付法面は簡易な法面保護工ということもあり、他の構造物と異なり、管理施設数が

把握できていない。そのため、平成 25 年度から緊急輸送道路を優先に管理対象施設把

握のための調査を進めており、施設を適切に維持管理していくための最も基礎的な資料

となる施設台帳の整備を行っている。

平成 28 年度末までに、緊急輸送道路における調査を完了し、一部の緊急輸送道路以

外の道路の調査結果を含め、1,429 箇所の施設台帳を整備した。今後は、未調査の緊急

輸送道路以外の道路における調査を推進し、管理施設の把握を進める。

(2) 点検、修繕の取組み状況 
点検については、背面の土砂とともに崩落する事故が平成 23～25 年度の 3 ヵ年に立

て続けに発生したことを受け、変状を早期に発見することで第三者被害の恐れのある崩

落事故を防止し、安全かつ円滑な道路交通を確保することを目的に「愛知県吹付法面定

期点検要領（案）」を平成 25 年度に策定し、平成 26 年度から 10 年に 1 回の頻度※10で、

遠望目視による点検に着手している。

点検結果を踏まえ平成 29 年度に年次計画を策定したが、未点検の箇所については、

順次追加していく。今後は、点検結果を把握しつつ計画的に修繕を行っていく予定であ
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るが、平成 29 年 8 月に示された「道路土工構造物点検要領」において、「吹付法面」も

点検対象となっていることから、今後、道路土工構造物点検要領との整合性を図りつつ、

点検計画及び修繕計画を検討する。

※10：定期点検の頻度については、中性化等による吹付自体の劣化やクラック等の原因となる背面空洞の発   
生が数年単位では大きく進展しないと考えられることから 10年に 1回としている。ただし、これに
ついては、初回点検が完了した時点で、その結果を踏まえ妥当性の検証を行う予定である。

3.7 附属物
(1) 概要 

a）大型案内標識 
   県管理の大型案内標識は約 6,000 基あり、うち門型は 43 基、門型以外は約 5,800 基

である。

b）道路照明施設 
   道路照明施設は約 30,000 本である。

c）道路情報提供装置 
情報提供装置は326基であり、このうち道路を跨いで設置されている門型は16基、

門型以外は 310 基である。

(2) 点検、修繕の取組み状況 
点検については、平成 15～17 年度に道路案内標識を、平成 19、20 年度に道路照明施

設を対象に、計画的な補修・更新計画を策定し、事故防止及び効率的な構造物及び予算

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

点検数

1,429箇所

Ⅰ: 
488箇所
34% 

Ⅱ: 
786箇所
55% 

Ⅲ:
124箇所
9%

Ⅳ:31箇所
2%

図 3-23 吹付法面点検結果(H26～H28)

■吹付法面定期点検要領における判定区分「Ⅳ」の取扱いについて

 国土交通省が示している全国統一の判定区分による構造物の健全性「Ⅳ」は、「緊急措置段階」であり通

行止め等の措置を行う必要があるが、吹付法面定期点検要領は愛知県独自の点検要領であるため「Ⅳ」の

扱いは法定点検の点検要領とは異なる。

吹付法面定期点検要領においては、健全性区分「Ⅳ」の箇所は重点監視箇所とし、毎年の点検により安

全性の確認を行うこととし、通行止め等の措置は行っていない。
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の管理を行う目的でため、柱基部については腐食状況の一斉点検を行った。

また、門型の大型案内標識及び道路情報提供装置は、維持修繕に関する国土交通省令・

告示が平成 26年 7月に施行され、統一的な尺度で健全性の診断を行う必要性が生じた
ため、速やかに「門型標識等定期点検要領（平成 26年 6月 国土交通省道路局）」に基
づき点検に着手した。

一方、門型以外の大型案内標識と道路情報提供装置及び全ての道路照明施設について

は、平成 27年 3月に「附属物定期点検要領(案)【標識、照明施設等】」を策定し、県独
自に点検を実施している。

修繕については、これまで深刻な損傷が発見された時点で修繕を行ってきたが、既存

付属施設の長寿命化は難しい。このため、第三者被害防止の観点から対応が急がれる施

設について、点検を終えた施設から順に修繕（更新）計画を策定し、これに基づき更新

を実施していく。
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3.8 現状の整理 
各構造物の現状を表 3-10にまとめる。
多くの構造物において、これまでの定期的な点検やその結果に基づく計画的な修繕が行

われてこなかったことから、修繕を必要とする構造物が多数ある状況にある。

また、点検が未着手である構造物についても、国や他自治体の点検結果を参考にすると、

本県において修繕が必要となるものが多数内在していると思われる。

表 3-10 各構造物の現状と課題（H29年度末現在） 
構造物 現状 課題 

橋梁

平成 26 年度からの近接目視による定
期点検の結果、早期措置が必要な橋梁

が約 1割に達する。

早期措置が必要な橋梁の修繕を

早急に終えるように計画的な修

繕を行う必要がある。

トンネル

矢板工法においては、その施工方法の

特徴から背面空洞が多数確認されてい

る。

修繕後の施設についても、定期的

に背面空洞調査を行い、必要に応

じて空洞充填や覆工の補強を行

う必要がある。

カ
ル
バ
ー
ト
等

シェッド・

大型カルバート

シェッドは、早急に補修が必要な施設

はない。また、大型カルバートは、早期

措置が必要な構造物が複数存在する。

橋梁との仕分けについては作業を終え

た。

早期措置が必要な大型カルバー

トの修繕を計画どおり着実に進

める必要がある。

アンダーパス

約 8割の構造物に修繕を行う必要があ
る損傷が確認されており、対策を進め

ている。

継続して修繕を行っていく必要

がある。

地下横断歩道

約 3割の構造物に緊急対応を行う必要
がある損傷が確認（旧点検要領）されて

おり、平成 26年度から順次修繕してい
る。

早期措置が必要な地下横断歩道

の修繕を計画どおり着実に進め

る必要がある。

横断歩道橋

約 2割の構造物に緊急対応を行う必要
がある損傷が確認されており、平成 26
年度から順次修繕している。

早期措置が必要な横断歩道橋の

修繕を計画どおり着実に進める

必要がある。

車道舗装
管理基準達成率が微減しており、現状

の水準の確保が課題である。

道路の分類や管理基準を見直し、

効率的で計画的な修繕により現

状の水準の保持に努める。

吹付法面

緊急輸送道路上の吹付法面について

は、平成 27 年度までに調査を完了し
た。その他については、継続して調査を

実施している。

管理対象を把握した上で、第三者

被害防止の観点から早期に初回

点検を完了し、構造物の健全度を

把握する必要がある。

附属物

法定点検構造物（門型の大型案内標識

及び道路情報提供装置）については、初

回点検を完了した。

法定点検以外の全ての構造物に

ついて、早期に初回点検を完了

し、構造物の健全性を把握する必

要がある。
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4. 管理目標
平成 26年 7月以降の定期点検では、国土交通省が示した全国統一の判定区分により構
造物の健全性をⅠ～Ⅳで診断している。構造物の機能維持や修繕費等の縮減・平準化を考

えると、「構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが

望ましい状態」（健全性区分Ⅱ）を保持することが基本となることから、管理目標は「健全

性区分Ⅱ（予防保全段階）以上を保持すること」とする。

本計画においては、当面、H26年度からの定期点検結果において早期措置段階にあると
判定された構造物の対策を優先し、構造の安全性の確保や第三者被害の防止の観点から対

応が急がれる構造物を無くすことを目標とし、予防保全型の維持管理をより一層推進し「健

全性区分Ⅱ」を保持することで、重大な事故の発生をゼロとすることを管理目標として対

策を実施することとする。

図 4-1 管理目標のイメージ図 

表 4-1 維持修繕に関する告示における健全性の診断結果の分類 
区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階※11
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著し

く高く、緊急に措置を講ずべき状態。 

※11：緊急に措置を講ずべき状態：通行止め、通行規制等の緊急対応を実施した後、「緊急 
修繕」、「更新」、「撤去」のいずれかの措置を講ずべき状態。 

■維持修繕に関する告示

 国土交通省が法定点検における健全性の診断結果について、全国統一の分類となるよう表 4-1のとおり
定めたもの。平成 26年 7月 1日施行。
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5. 計画期間 
本計画の計画期間は 5年間（平成 28年度～32年度）とする。橋梁やトンネルなどにつ
いては、「点検」、「設計」、「措置」のサイクルを原則 3年とし、本計画では、予防保全の観
点を踏まえた維持管理の推進を図るため、概ね 3年後（2020年度）までを「道路構造物の
集中治療期間」と位置づけ、この間に、構造の安全性の確保や第三者被害の防止の観点か

ら対応が急がれる構造物をほぼ一掃することとする。

また、車道舗装については、継続的な点検及び予防保全の観点を踏まえた維持管理を推

進し、現状の水準の保持に努めることとする。

なお、7.の年次計画は最新の点検結果に基づき、毎年度末を目途に見直すこととする。

6. 修繕の進め方
6.1 基本的な考え方
修繕の進め方については、構造物の健全性を指標とすることを基本とし、これに表 6-1
に示す社会的影響度及び構造物管理の視点を加味することとする。

健全性を指標の基本とするという意味は、特に緊急性が高く早急に対策を行わなければ

甚大な被害を招く恐れのある構造物について、最優先に対策を行うということである。 

6.2 対象構造物毎に加味する指標の設定 
 また、構造物が老朽化により致命的な損傷や崩落等に至った場合には、通行止め等の交

通規制が生じ、社会的・経済的に大きな影響を与えることとなる。

よって、社会的影響度については、道路が持つ機能、構造物が設置された目的等を勘案

し、道路種別、県民生活への影響、産業活動への影響の観点から表 6-2に示すとおり対象
構造物毎に指標を設定する。構造物管理の視点については、管理上の問題から指標を設定

する。
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表 6-1 加味する指標（社会的影響度及び構造物管理の視点）
区分 指標 判定内容 説明 

社会的

影響度

道路種別

道路種別 国道、主要地方道

構
造
物
が
致
的
な
損
傷
・
崩
落
に
至
り
通
行
止
め
等
の
交
通
規
制
が
生
じ
場
合
た
場
合

※12

骨格的な道路ほど都市間・地域間交通に影

響が及ぶため、優先度が高くなる。

車線数

(交通量) 4車線以上

交通量が多いほど利用者に与える影響が

大きいため、優先度が高くなる。

また、車道舗装など運転に影響を及ぼす構

造物は、交通量が多いほど事故の発生リス

クや走行損失が多くなるため、優先度が高

くなる。

なお、交通量と車線数は相関関係があるた

め、指標は車線数とした。

緊急輸送道路
第 1次または第 2次緊急輸送道路
に指定有り

緊急時における輸送機能の確保が出来な

くなるため、優先度が高くなる。

県民生活

への影響

アク

セス

機能

公共

公益

施設

市町役場、国・県地方事務所、総合

公園・運動公園、市（町）民会館、

避難所、鉄道駅等 ※13 左記施設へのアクセス機能の確保が出来

ず日常生活に支障をきたすため、優先度は

高くなる。
学校 通学路指定有り

緊急

施設
救急病院、警察、消防署 ※13

バス路線 指定有り

公共交通機関であるバス路線の迂回等が

生じ、沿道住民等の生活に影響が及ぶた

め、優先度は高くなる。

迂回路 所要時間 30分以上 迂回により地域の住民生活や産業に影響

が及ぶため、優先度は高くなる。

第三者被害

（跨線・跨道）

鉄道または 2 車線以上の道路を跨
ぐ

交差施設及びその利用者に対して、構造物の崩

落による被害防止のため、優先度は高くなる。

産業活動

への影響

アク

セス

機能

IC 高規格幹線道路（高速自動車国道、

一般国道の自動車専用道路） ※13 構造物が致命的な損傷・崩落等に至り、通行止め

等の交通規制が生じた場合、左記施設へのアク

セス機能が確保できず産業活動に影響が及ぶた

め、優先度は高くなる。

空港 中部国際空港、名古屋空港 ※13

港湾
名古屋港、衣浦港、三河港、他 12
地方港湾 ※13

25t指定 指定有り

構造物が致命的な損傷・崩落等に至り、通行止め

等の交通規制が生じた場合、25t指定道路のネッ
トワークが確保できず産業活動に影響が及ぶた

め、優先度は高くなる。

構造

物管

理の

視点

管理上の

問題
補修の困難性

鉄道を跨ぐ、または施工にあたり

通行止めが必要等、容易に施工が

行えない施設

他機関協議に時間を要する、または施工が困難

等の制約条件がある施設は、早期に補修する必

要があるため、優先度は高くなる。

※12：各施設共通。
※13：施設から 1㎞以内。
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なお、各構造物において加味すべき社会的影響度等の指標は以下を基本とし、必要に応

じてその他の要素も取り入れることとする。

表 6-2 各構造物において加味する指標

     加味する指標

各構造物

社会的影響度
構造物管理

の視点

道路の種別等 県民生活への影響 産業活動への影響
管理上

の問題

道

路

種

別

車
線
数

（
交
通
量
）

緊
急
輸
送
道
路

アクセス

確保
バ

ス

路

線

迂

回

路

第
三
者
被
害

（
跨
線
・
跨
道
等
）

アクセス

確保 2 
5 
t 
指

定

補
修
の
困
難
性

公
益
公
共
施
設

学

校

緊
急
施
設

I 
C

空

港

港

湾

橋梁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

トンネル ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

カ
ル
バ
ー
ト
等

シェッド・

大型カルバート
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

アンダーパス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地下横断歩道 ○ ○ ○

横断歩道橋 ○ ○ ○ ○

車道舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

吹付法面 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

道

路

付

属

物

道路照明灯 ○ ○

大型道路案内標識 ○ ○
○

（門型） ○ ○ ○

道路情報表示装置 ○
○

（門型）
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7. 対策費用及び年次計画 
 対策費用については、費用の算定が出来た構造物から順次、各構造物の年次計画に記載する。

構造物毎の年次計画（平成 30年 3月更新の抜粋版）を示す。数が多い構造物の全数分は、道路維持課ホームページに掲載する。
なお、年次計画に記載される対策区分「C1」、「C2」等の内容については、別途ホームページで公表している各構造物の点検要領に記載す
る。

7.1 橋梁 
【橋梁年次計画（H30.4.1時点）】

管理事務所名：尾張建設事務所

健全性区分 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

(H28) (H29) (H30) (H31) (H32) (H28) (H29) (H30) (H31) (H32)

旧区分
新区分
（再判定）

1 瀬戸橋 一般国道 １５５号 瀬戸市銀杏木町 1953 65 18.67 8.7 2009 E Ⅲ相当

3 森橋 一般国道 １５５号 瀬戸市京町(二) 1927 91 16.11 7.27 RC橋 2013 S Ⅱ相当 ○

4 南山橋 一般国道 １５５号 瀬戸市東松山町 1985 33 4.3 22.03 2015 C2 Ⅲ ○ ○

5 日の出橋 一般国道 １５５号 瀬戸市小田妻町 1929 89 4.8 19.95 RC橋 2013 A Ⅰ相当 ○

6 水野橋 一般国道 １５５号 瀬戸市中水野町 1934 84 10 7.5 2016 S2 Ⅱ ○

7 水野橋(橋側歩道橋) 一般国道 １５５号 瀬戸市中水野町 不明 12.3 1.5 2016 C1 Ⅱ ○

8 入尾橋 一般国道 １５５号 瀬戸市鹿乗町 不明 3.5 7.6 2015 C1 Ⅱ ○

9 新東谷橋 一般国道 １５５号 1984 34 256.4 10.75 2014 C2 Ⅲ ○ △ ○

10 無名橋（４） 一般国道 １５５号 春日井市気噴町 1983 35 7.2 0 2015 C1 Ⅱ ○

11 三反田橋 一般国道 １５５号 春日井市高蔵寺町 1970 48 14 20 PC橋 2016 C1 Ⅱ ○

12 繁田橋 一般国道 １５５号 春日井市高蔵寺町北 1995 23 12.4 20.7 PC橋 2016 C1 Ⅱ ○

13 出川橋（上り） 一般国道 １５５号 春日井市出川町 1993 25 64.9 10.7 PC橋 2014 B Ⅰ ○

14 出川橋（下り） 一般国道 １５５号 春日井市出川町 1993 25 64.9 10.7 PC橋 2014 C1 Ⅱ ○

15 松原橋 一般国道 １５５号 春日井市東野町 1954 64 3.6 17.5 RC橋 2015 C2 Ⅲ ○ ○

16 東山橋 一般国道 １５５号 春日井市東野町 1964 54 11.1 9.7 PC橋 2016 C1 Ⅱ ○

17 下原橋 一般国道 １５５号 春日井市下原町 1988 30 31.75 12 PC橋 2014 S1 Ⅱ ○

18 上水道橋(２) 一般国道 １５５号 春日井市　　　上田楽町 1950 68 9.8 7.5 PC橋 2017 B Ⅰ ○

19 第５号橋 一般国道 １５５号 小牧市下末 1952 66 2.4 15.15 RC橋 2015 C2 Ⅲ ○ ○

20 第３号橋 一般国道 １５５号 小牧市下末 1952 66 3.9 10.15 RC橋 2013 C Ⅱ相当 ○

番号 道路橋名 道路種別 路線名
供用
年度

（西暦）

市区町村名
供用後経
過年数

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

橋梁の
種類

対策区分

新点検要領
（H26.9）

点検結果 点検計画

旧点検要領
（H19.4）

措置記録

再判定
実施年月

再判定
区分

修繕計画

点検実施
年度

（西暦）

新点検要領
（H26.9）

架替え事業中

※修繕を実施した橋梁については、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。
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7.2 トンネル 

【トンネル年次計画（H30.4.1時点）】

健全性区分 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

旧点検要領 新点検要領 新点検要領 （H28） （H29） （H30） （H31） （H32） （H28） （H29） （H30） （H31） （H32）

（最新） (H19.4) (H27.3) (H27.3)

1 明知トンネル 主要地方道 春日井犬山線 春日井市明知町 1986 32 300.0 尾張 2017 2A Ⅱb Ⅱ ○ ○

2 駒来随道 一般県道 名古屋犬山線 小牧市中央 1990 28 140.0 尾張 2015 A Ⅱa Ⅱ ○

3 瀬戸菱野トンネル 一般県道 愛・地球博記念公園瀬戸線 瀬戸市水無瀬町 2002 16 325.0 尾張 2015 2A Ⅱb Ⅱ ○

4
はなみずき通りトンネ
ル

主要地方道 力石名古屋線 名古屋市境～長久手市久保山 2004 14 905.0 尾張 － － ○

5  犬山トンネル 一般県道 犬山自然公園線 犬山市大字今井 1985 33 127.0 一宮 2016 3A Ⅲ Ⅲ ○ ○ 工事2018.3 Ⅰ

6 鉢地坂トンネル 一般国道 ４７３号 蒲郡市坂本町 1933 85 468.0 西三河 2016 B Ⅱb Ⅱ ○ ○

7 根裏トンネル 一般国道 ４７３号 岡崎市桜形町 1961 57 122.0 西三河 2016 B Ⅲ Ⅲ ○ ○ ○
工事
2017.7.10

Ⅱ

8 本宿トンネル 一般国道 ４７３号 岡崎市本宿町 2014 4 155.0 西三河 2016 － Ⅰ Ⅰ ○ ○

9 丸山トンネル 一般県道 笹戸小田木線 豊田市田津原町 1952 66 69.5 豊田加茂 2016 A Ⅱb Ⅱ ○ ○

10 小原トンネル 一般国道 ４１９号 豊田市大ヶ蔵連町 1990 28 282.3 豊田加茂 2016 A Ⅲ Ⅲ ○ △○

11 川手トンネル 一般国道 ２５７号 豊田市川手町 2006 12 407.3 豊田加茂 2013 B ○

12 愛郷トンネル 一般国道 ２５７号 新城市愛郷 1932 86 94.0 新城設楽 2017 B Ⅱb Ⅱ ○

13 大名倉トンネル 主要地方道 瀬戸設楽線 北設楽郡設楽町大字大名倉 1948 70 40.3 新城設楽 2017 3A Ⅱb Ⅱ ○

14 第１トンネル 一般県道 古真立佐久間線 北設楽郡豊根村大字古真立字月代 1951 67 26.8 新城設楽 2016 B Ⅱb Ⅱ ○

15 第２トンネル 一般県道 古真立佐久間線
北設楽郡東栄町大字東薗目字熊井
戸

1951 67 22.7 新城設楽 2016 B Ⅱa Ⅱ ○

16 第３トンネル 一般県道 古真立佐久間線
北設楽郡東栄町大字東薗目字熊井
戸

1951 67 41.0 新城設楽 2016 B Ⅱa Ⅱ ○

17 御園トンネル 主要地方道 阿南東栄線 北設楽郡東栄町大字御園 1954 64 140.0 新城設楽 2015 2A Ⅱa Ⅱ ○

18 うなぎだるトンネル 主要地方道 飯田富山佐久間線 北設楽郡豊根村古真立千尋 1956 62 577.8 新城設楽 2015 2A Ⅲ Ⅲ ○ △ 〇

19 小屋の沢トンネル 一般県道 振草三河川合停車場線 新城市川合字八石 1956 62 84.0 新城設楽 2016 B Ⅱa Ⅱ ○ ○

20 松島トンネル 主要地方道 飯田富山佐久間線 北設楽郡豊根村古真立松島下 1956 62 594.0 新城設楽 2015 2A Ⅱa Ⅱ ○

修繕計画

再判定
区分

再判定実施
年月日

措置記録※１点検実施
年度
（西暦）

点検結果

対策区分

点検計画

番
号

トンネル名 道路種別 路線名 所　在　地
完成
年度
（西暦）

完成後
経過
年数

延長
(ｍ)

管理建設
事務所

※修繕を実施したトンネルについては、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。
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7.3 カルバート等 
7.3.1 シェッド
【シェッド年次計画（H30.4.1時点）】

健全性区分 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

旧点検要領 新点検要領 新点検要領 （H28） （H29） （H30） （H31） （H32） (H28) (H29) (H30) (H31) (H32)

（最新） (H19.4) (H27.3) (H27.3)

1 作之沢洞門 一般国道 ４７３号 北設楽郡設楽町西薗目 1979 39 72.5 プレキャスト洞門 新城設楽 2017 C2 Ⅲ ○ ○

2 作之沢２号洞門 一般国道 ４７３号 北設楽郡設楽町西薗目 2017 1 204.0 プレキャスト洞門 新城設楽 ○

3 大尾洞門 主要地方道 飯田富山佐久間線 北設楽郡豊根村富山大尾 1972 46 46.1 RC洞門 新城設楽 2017 C2 Ⅲ ○ ○ 2017.3 Ⅱ

4 滝原洞門 主要地方道 飯田富山佐久間線 北設楽豊根村古真立 1989 29 14.6 プレキャスト洞門 新城設楽 2017 C1 Ⅱ ○

再判定
区分

再判定
実施
年月

措置記録※１修繕計画
点検実施
年度
（西暦）

点検結果 点検計画

対策区分番
号

シェッド名 道路種別 路線名 所　在　地
完成
年度
（西暦）

完成後
経過
年数

延長
(ｍ)

構造形式
管理建設
事務所

※修繕を実施したシェッドについては、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。
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7.3.2 大型カルバート

【大型カルバート年次計画（H30.4.1時点）】

対策区分 健全性区分 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

新点検要領 新点検要領 （H28） （H29） （H30） （H31） （H32） （H28） （H29） （H30） （H31） （H32）

（最新） (H27.3) (H27.3)

1 上末郷中地下道 一般国道 １５５号 小牧市上末 1986 32 4 6 31.2 場所打ちボックスカルバート 尾張 2016 Ｃ1 Ⅱ ○ ○

2 上品野BOX 一般国道 ３６３号 瀬戸市上品野町 2005 13 5.3 6.5 31.3 場所打ちボックスカルバート 尾張 2016 Ｃ1 Ⅱ ○ ○

3 廻間町BOX 主要地方道 春日井瀬戸線 春日井市廻間町 不明 不明 2.5 6.5 19.2 場所打ちボックスカルバート 尾張 2016 B Ⅰ ○ ○

4 西枇杷島町BOX 一般県道 給父西枇杷島線 清須市西枇杷島町 不明 不明 5 10 26.3 場所打ちボックスカルバート 尾張 2016 Ｃ1 Ⅱ ○ ○

5 小木南BOX 主要地方道 小牧岩倉一宮線 小牧市下小木南２丁目 不明 不明 2.8 6.5 13.0 場所打ちボックスカルバート 尾張 2016 Ｃ1、M Ⅱ ○ ○

6 大草BOX 一般県道 神屋味美線 小牧市大草 不明 不明 2 7 71.0 場所打ちボックスカルバート 尾張 2016 Ｃ1 Ⅱ ○ ○

7 白山町BOX 一般県道 高蔵寺小牧線 春日井市白山町 不明 不明 4.5 6 34.2 場所打ちボックスカルバート 尾張 2016 Ｃ1 Ⅱ ○ ○

8 外堀BOX 一般県道 名古屋外環状線 小牧市外堀二丁目 不明 不明 2.45 6 24.5 プレキャストボックスカルバート 尾張 2016 Ｃ1、Ｍ Ⅱ ○ ○

9 ４６１－００１ 一般県道 犬山自然公園線 犬山市大字今井 不明 不明 3.8 8 10.2 場所打ちボックスカルバート 一宮 2016 C２ Ⅲ ○ 〇 工事2018.2 Ⅱ

10 カルバート１ 一般国道 ３６６号 大府市大東町２丁目 2010 8 4.5 7 28.0 場所打ちボックスカルバート 知多 2016 Ｂ Ⅰ ○ ○

11 カルバート２ 主要地方道 名古屋半田線BP 知多郡東浦町大字緒川 2015 3 6 22 16.6 場所打ちボックスカルバート 知多 2016 Ｃ1 Ⅱ ○ ○

12 カルバート３ 主要地方道 西尾知多線 知多郡阿久比町大字板山 1977 41 4.7 7 25.7 場所打ちボックスカルバート 知多 2016 Ｃ1 Ⅱ ○ ○

13 カルバート４ 主要地方道 半田南知多線 南知多町大字内海 1980 38 3.5 6.5 26.6 場所打ちボックスカルバート 知多 2016 Ｃ1 Ⅱ ○ ○

14 岡崎市上里１丁目BOX一般国道 ２４８号 岡崎市上里１丁目 不明 不明 4.7 6 35.7 場所打ちボックスカルバート 西三河 2016 Ｃ1 Ⅱ ○ ○

15 岡崎市桜形町BOX 一般国道 ４７３号 岡崎市桜形町 不明 不明 2.5 7 17.4 場所打ちボックスカルバート 西三河 2016 Ｃ1 Ⅱ ○ ○

16 岡崎市天白町BOX 主要地方道 岡崎刈谷線 岡崎市天白町 不明 不明 4.6 7.7 25.7 場所打ちボックスカルバート 西三河 2016 Ｃ1 Ⅱ ○ ○

17 岡崎市上青野町BOX 主要地方道 安城幸田線 岡崎市上青野町 不明 不明 4.9 7.6 13.4 場所打ちボックスカルバート 西三河 2016 B Ⅰ ○ ○

18 岡崎市岩津町BOX 一般県道 岡崎豊明線 岡崎市岩津町 不明 不明 7.1 8 16.0 場所打ちボックスカルバート 西三河 2016 S1 Ⅲ ○ ○ △ ○

19 西尾市小焼野町南川BOX一般県道 蒲郡碧南線 西尾市小焼野町南川 不明 不明 4.4 6 23.5 場所打ちボックスカルバート 西三河 2016 Ｃ1 Ⅱ ○ ○

20 西尾市菱池町蜂ノ尻BOX一般県道 蒲郡碧南線 西尾市菱池町蜂ノ尻 不明 不明 2.6 8.6 94.0 場所打ちボックスカルバート 西三河 2016 Ｃ1 Ⅱ ○ ○
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※修繕を実施した大型カルバートについては、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。



31 

7.3.3 アンダーパス

【アンダーパス年次計画（H30.4.1時点）】

健全性区分 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

(H28) (H29) (H30) (H31) (H32) (H28) (H29) (H30) (H31) (H32)

1 阿原アンダー 主要地方道 名古屋中環状線 清須市阿原 不明 不明 国道２２号 尾張 2014 A ○

2 加島新田アンダー 主要地方道 名古屋中環状線 北名古屋市加島新田 不明 不明 名鉄犬山線 尾張 2014 C ○

3 駒来隧道 一般県道 名古屋犬山線 小牧市中央 1989 29 市道 尾張 2014 A ○

4 古川アンダー 主要地方道 名古屋祖父江線 清須市清洲 1993 25 ＪＲ東海道線本線 尾張 2014 C ○

5 高蔵寺アンダー 一般国道 １５５号 春日井市高蔵寺 不明 不明 ＪＲ中央本線 尾張 2014 S ○ ○ 工事2017.6 C

6 助七新田アンダー 主要地方道 名古屋中環状線 清須市助七 不明 不明 ＪＲ東海道新幹線 尾張 2014 S ○ ○ 工事2017.6 C

7 清洲橋アンダー 一般県道 浅井清須線 清須市朝日 不明 不明 （主）名古屋祖父江線 尾張 2014 C ○

8 川留アンダー 一般県道 松本名古屋線 春日井市出川町 1995 23 ＪＲ東海道線中央線 尾張 2014 E ○ 2015.12 C

9 土器野新田アンダー 主要地方道 名古屋中環状線 清須市土器野 不明 不明 名鉄本線 尾張 2014 E ○ 2015.3 C

10 東松山アンダー 一般県道 上半田川名古屋線 瀬戸市東松山 1979 39 愛知環状鉄道 尾張 2014 S ○ ○

11 西枇杷島アンダー 一般県道 給父西枇杷島線 清須市西枇杷島町 2013 5 JR東海道線本線 尾張 ○

12 一宮アンダー 一般県道 井之口江南線 一宮市丹陽町 1969 49
国道22号
名神高速道路 一宮ICﾗﾝﾌﾟ

一宮 2014 S ○ ○

13 稲沢アンダー 主要地方道 春日井稲沢線 稲沢市高御堂 1976 42 名鉄名古屋本線 一宮 2014 C ○ ○

14 西之森アンダー 一般県道 津島蟹江線 蟹江町西之森 1988 30 ＪＲ関西本線 海部 2014 B ○

15 羽根アンダー 主要地方道 岡崎刈谷線 岡崎市羽根町 1980 38 ＪＲ東海道本線 西三河 2014 C ○

16 下三ツ木アンダー 一般県道 熊味岡崎線 岡崎市下三ツ木町 1985 33 JR東海道新幹線 西三河 2014 B ○

17 錦田アンダー 一般県道 幸田石井線 幸田町菱池 1987 31 JR東海道線 西三河 2014 C ○

18 矢作アンダー 主要地方道 岡崎西尾線 岡崎市矢作町 2005 13 名鉄本線 西三河 2014 B ○

19 正名アンダー 主要地方道 岡崎碧南線 岡崎市正名町 2014 4 JR東海道新幹線 西三河 ○

20 安城公園西地下道 一般県道 豊田安城自転車道 安城市桜町 不明 不明 （主）岡崎半田線 知立 2014 C ○
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※修繕を実施したアンダーパスについては、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。



32 

7.3.4 地下横断歩道

【地下横断歩道年次計画（H30.4.1時点）】

健全性区分

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

(H28) (H29) (H30) (H31) (H32) (H28) (H29) (H30) (H31) (H32)

1 東山町地下横断歩道 一般県道 松本名古屋線 尾張旭市東山町2丁目 1975 43 51.70 2.50 2.50 尾張 2013 C ○ △ ○

2 大塚町地下横断歩道 一般県道 上半田川名古屋線 尾張旭市大塚町 1976 42 50.90 2.50 2.40 尾張 2013 E ○ 2015/1/31 B

3 公園前地下横断歩道 主要地方道 力石名古屋線 長久手市茨ケ廻間 不明 不明 208.40 5.00 2.50 尾張 2013 C ○ △ ○

4 小渕地下道 一般国道 １５５号 一宮市南小渕 1972 46 44.50 1.80 2.50 一宮 2013 B ○

5 開明地下道 主要地方道 岐阜稲沢線 一宮市開明 1984 34 17.90 2.00 2.55 一宮 2013 B ○

6 犬山駅前地下道 主要地方道 春日井各務原線 犬山市犬山 1976 42 50.00 3.00 2.50 一宮 2013 C ○ ○

7 扶桑地下道 主要地方道 一宮犬山線 扶桑町高雄 不明 不明 21.50 2.50 2.50 一宮 2013 B ○

8 地下道（蟹江新田） 主要地方道 蟹江飛島線 蟹江町蟹江新町 不明 不明 23.90 2.50 3.00 海部 2013 E ○ ○ 2017/12/14 Ⅰ

9 大府横断地下道 主要地方道 名古屋碧南線 大府市桃山町 不明 不明 127.00 3.00 2.50 知多 S ○ △ ○

10 細川7号線横断地下道 一般国道 ２４８号 岡崎市細川町 不明 不明 27.03 6.00 4.50 西三河 2013 C ○

11 細川8号線横断地下道 一般国道 ２４８号 岡崎市細川町 不明 不明 30.40 5.00 2.60 西三河 2013 C ○ ○

12 細川横断地下道 一般国道 ２４８号 岡崎市細川町 不明 不明 16.80 6.50 2.65 西三河 2013 B ○

13 細川仁木堤線横断地下道 一般国道 ２４８号 岡崎市細川町 不明 不明 16.80 5.30 2.50 西三河 2013 B ○

14 板屋地下横断歩道 一般国道 ２４８号 岡崎市中岡崎町 不明 不明 49.75 2.55 2.50 西三河 2013 C ○

15 六名地下横断歩道 一般国道 ２４８号 岡崎市六名町 不明 不明 183.80 2.50 2.50 西三河 2013 C ○

16 六名東地下横断道 一般国道 ２４８号 岡崎市六名本町 不明 不明 58.50 2.50 2.50 西三河 2013 C ○

17 羽根第三地下横断歩道 一般国道 ２４８号 岡崎市戸崎町 不明 不明 75.03 2.50 2.50 西三河 2013 C ○

18 羽根第二地下横断歩道 一般国道 ２４８号 岡崎市羽根北町4丁目 不明 不明 75.45 2.50 2.50 西三河 2013 E ○ 2016/3/18 Ⅰ

19 羽根第一地下横断歩道 一般国道 ２４８号 岡崎市羽根北町5丁目 不明 不明 73.65 2.50 2.50 西三河 2013 C ○

20 柱地下横断歩道 一般国道 ２４８号 岡崎市柱曙2丁目 不明 不明 56.40 2.50 2.50 西三河 2013 C ○
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※修繕を実施した地下横断歩道については、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。
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7.4 横断歩道橋 
【横断歩道橋年次計画（H30.4.1時点）】

健全性区分

旧点検要領 新点検要領 新点検要領 H28 H29 H30 H31 H32 H28 H29 H30 H31 H32

（H25.11) (H26.8) (H26.8)
(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)

1 松山横断歩道橋 一般国道 １５５号 瀬戸市松山町 1987 31 104.2 2.1 尾張 2016 E C2 Ⅲ ○ ○ ○

2 大坪町横断歩道橋 一般国道 ２４８号 瀬戸市大坪町 2002 16 138.0 3.0 尾張 2016 B B Ⅰ ○

3 上品野横断歩道橋 一般国道 ３６３号 瀬戸市上品野町 2004 14 163.8 3.0 尾張 2016 C B Ⅰ ○

4 品野西歩道橋 一般県道 中水野品野線 瀬戸市品野町 2008 10 93.6 3.0 尾張 2016 B B Ⅰ ○

5 赤津横断歩道橋 一般県道 窯元東古瀬戸線 瀬戸市赤津町 1978 40 29.9 1.5 尾張 2016 B C1 Ⅱ ○ ○

6 篠木横断歩道橋 一般県道 篠木尾張旭線 春日井市篠木町 1971 47 36.8 1.5 尾張 2016 C C1 Ⅱ ○ ○

7 松原中学校前横断歩道橋 一般県道 名古屋外環状線 春日井市西山町 1997 21 76.9 2.1 尾張 2016 C C1 Ⅱ ○ ○

8 神屋横断歩道橋 一般県道 内津勝川線 春日井市神屋町 1967 51 37.4 1.5 尾張 2016 E C2 Ⅲ ○ ○ ○

9 坂下横断歩道橋 一般県道 内津勝川線 春日井市坂下町 1966 52 35.6 1.5 尾張 2016 E C2 Ⅲ ○ ○ ○

10 松本横断歩道橋 一般県道 内津勝川線 春日井市松本町 1970 48 39.3 1.3 尾張 2016 C B Ⅰ ○

11 金ヶ口横断歩道橋 一般県道 内津勝川線 春日井市金ヶ口町 1970 48 61.9 1.8 尾張 2016 C B Ⅰ ○

12 篠木東横断歩道橋 一般県道 内津勝川線 春日井市篠木町 1979 39 84.0 1.8 尾張 2016 C B Ⅰ ○

13 篠木横断歩道橋 一般県道 内津勝川線 春日井市篠木町 1969 49 48.9 1.5 尾張 2016 E B Ⅰ ○

14 鳥居松横断歩道橋 一般県道 内津勝川線 春日井市鳥居松町 1966 52 39.4 1.5 尾張 2016 C B Ⅰ ○ ○

15 柏井東横断歩道橋 一般県道 内津勝川線 春日井市柏井町 1971 47 68.8 1.8 尾張 2016 C B Ⅰ ○

16 柏井横断歩道橋 一般県道 内津勝川線 春日井市柏井町 1966 52 35.8 1.5 尾張 2016 C B Ⅰ ○ ○

17 西之島横断歩道橋 一般国道 １５５号 小牧市西之島 1991 27 112.3 2.1 尾張 2017 E C1 Ⅱ ○

18 間々池横断歩道橋 一般国道 １５５号 小牧市間々原新田 2010 8 84.1 2.6 尾張 2016 B B Ⅰ ○

19 多気北町横断歩道橋 一般県道 小牧岩倉一宮線 小牧市多気北町 1986 32 36.5 1.5 尾張 2016 C B Ⅰ ○

20 下小針中島横断歩道橋 一般県道 小牧岩倉一宮線 小牧市下小針中島 1993 25 45.7 2.0 尾張 2014 E ○ ○ 2017/3 Ⅰ
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※修繕を実施した横断歩道橋については、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。
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7.5 車道舗装 
舗装については、年度の点検結果及び修繕の年次計画を示すこととする。平成 29 年度

調査における点検・診断結果は表 6-1 のとおり。

表 6-1 点検・診断結果（H29）

【舗装年次計画（H30.4.1時点）】

旧点検要領 新点検要領 旧点検要領 新点検要領

2013年3月 2018年3月 2013年3月 2018年3月

1 一般国道 １５５号 小牧市 桃ケ丘３丁目 Ⅱ － 750 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 路上再生路盤
2 一般国道 １５５号 瀬戸市 日の出町 Ⅱ － 560 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
3 一般国道 ２４８号 瀬戸市 広之田町 Ⅱ － 410 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
4 主要地方道 春日井一宮線 小牧市 大字北外山 Ⅱ － 1,050 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
5 主要地方道 春日井各務原線 春日井市 宮町 Ⅱ － 310 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
6 主要地方道 瀬戸大府東海線 豊明市 三崎町 Ⅰ － 190 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
7 主要地方道 瀬戸大府東海線 長久手市 北浦 Ⅱ － 530 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
8 主要地方道 瀬戸大府東海線 愛知郡　東郷町 大字春木 Ⅰ － 170 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
9 主要地方道 名古屋豊田線 日進市 赤池町 Ⅱ － 350 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL

10 主要地方道 名古屋中環状線 清須市 須ケ口 Ⅱ － 100 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
11 一般県道 浅井清須線 清須市 春日振形 Ⅱ － 370 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 路上再生路盤
12 一般県道 小口名古屋線 北名古屋市 久地野 Ⅱ － 180 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
13 一般県道 春日小牧線 小牧市 多気中町 Ⅱ － 300 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 路上再生路盤
14 一般県道 高蔵寺小牧線 春日井市 坂下町 Ⅱ － 90 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 路盤打換
15 一般県道 愛・地球博記念公園瀬戸線 瀬戸市 緑町 Ⅱ － 320 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
16 一般県道 松本名古屋線 尾張旭市 桜ケ丘町西 Ⅱ － 110 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
17 一般県道 新田名古屋線 豊明市 間米町 Ⅱ － 500 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 路上再生路盤
18 一般県道 明治村小牧線 小牧市 古雅四丁目 Ⅱ － 140 尾張建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
19 一般国道 １５５号 一宮市 栄 Ⅰ － 260 一宮建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
20 一般国道 １５５号 一宮市 千秋町　佐野 Ⅱ － 290 一宮建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
21 一般国道 １５５号 丹羽郡　大口町 替地1丁目 Ⅰ － 290 一宮建設事務所 2015 要修繕 － 2016 路上再生路盤

22 主要地方道 大垣一宮線 一宮市 文京1丁目 Ⅰ － 660 一宮建設事務所 2015 要修繕 － 2016 路上再生路盤
23 主要地方道 春日井各務原線 犬山市 大字犬山 Ⅰ － 300 一宮建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
24 主要地方道 春日井各務原線 犬山市 大字橋爪 Ⅰ － 520 一宮建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
25 主要地方道 春日井各務原線 犬山市 五郎丸 Ⅰ － 610 一宮建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
26 主要地方道 一宮蟹江線 一宮市 大和町　於保 Ⅱ － 890 一宮建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
27 一般県道 天池片原一色線 稲沢市 天池下屋3丁目 Ⅱ － 1,000 一宮建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
28 一般県道 稲沢祖父江線 稲沢市 天池遠松町 Ⅱ － 900 一宮建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
29 一般県道 稲沢祖父江線 稲沢市 船橋町 Ⅱ － 780 一宮建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL
30 一般県道 一宮川島線 一宮市 大宮4丁目 Ⅱ － 810 一宮建設事務所 2015 要修繕 － 2016 切削OL

管理
事務所

点検実施
年度
（西暦）

点検結果 修繕実施
年度
（西暦）

修繕内容延長
(ｍ)

番
号

道路種別 路線名
所　在　地

分類

大字市町村

単位：km

（Ⅲ-１） （Ⅲ-2）
B 2,867.4 1,823.6 63.6% 844.4 29.4% 199.4 7.0% 187.6 11.8 93.0%

C1 N4 534.7 273.5 51.2% 173.0 32.4% 88.2 16.5% 85.9 2.3 83.5%
C2 N3～N1 1,268.0 419.2 33.1% 394.8 31.1% 454.0 35.8% － － 64.2%

4,670.1 2,516.3 53.9% 1412.2 30.2% 741.6 15.9% 273.5 14.1 84.1%
※14：同一路線でも交通量により分類が異なる場合がある。
※15：上下線計測箇所や自転車道が含まれているため、実際の車道舗装延長とは異なる。

達成率
(Ⅰ+Ⅱ/延長)区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ

C

合計

道路の分類
※14

延長
※15

診断

N7～N5
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7.6 吹付法面 
吹付法面（H30.4.1時点年次計画）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

1 吹付法面 一般国道 155号 瀬戸市 2 尾張建設事務所 2 0 1 0 1

2 吹付法面 一般国道 248号 瀬戸市 8 尾張建設事務所 8 0 3 5 0

3 吹付法面 一般国道 363号 瀬戸市 1 尾張建設事務所 1 0 1 0 0

4 吹付法面 主要地方道 名古屋多治見線 瀬戸市 24 尾張建設事務所 24 10 13 0 1

5 吹付法面 主要地方道 春日井犬山線 小牧市 9 尾張建設事務所 9 1 5 0 3

6 吹付法面 主要地方道 瀬戸大府東海線 長久手市 1 尾張建設事務所 1 0 0 1 0

7 吹付法面 一般県道 市之倉内津線 春日井市 8 尾張建設事務所 8 0 4 2 2

8 吹付法面 一般県道 明知小牧線 小牧市 2 尾張建設事務所 2 1 1 0 0

9 吹付法面 一般県道 下半田川春日井線 瀬戸市 14 尾張建設事務所 14 0 10 4 0

10 吹付法面 一般県道 定光寺山脇線 瀬戸市 1 尾張建設事務所 1 0 1 0 0

11 吹付法面 一般県道 上半田川名古屋線 瀬戸市 1 尾張建設事務所 1 0 1 0 0

12 吹付法面 一般県道 明治村小牧線 小牧市 9 尾張建設事務所 9 0 5 3 1

13 吹付法面 一般国道 247号 知多郡南知多町、知多郡美浜町 29 知多建設事務所 29 11 12 6 0

14 吹付法面 主要地方道 半田南知多公園線 知多郡南知多町、知多郡美浜町 28 知多建設事務所 28 7 17 4 0

15 吹付法面 主要地方道 西尾知多線 知多市 1 知多建設事務所 1 1 0 0 0

16 吹付法面 主要地方道 半田南知多線 知多郡南知多町 2 知多建設事務所 2 1 1 0 0

17 吹付法面 主要地方道 武豊小鈴谷線 常滑市 1 知多建設事務所 1 0 0 1 0

18 吹付法面 一般県道 奥田内福寺南知多線 知多郡南知多町 13 知多建設事務所 13 6 5 2 0

19 吹付法面 一般県道 豊丘豊浜線 知多郡南知多町 6 知多建設事務所 6 0 5 1 0

20 吹付法面 一般県道 大井豊浜線 知多郡南知多町 10 知多建設事務所 10 7 2 1 0

措置記録

再判定
実施

年月日

再判定区分別施設数

2016
（H28)

2017
（H29)

2019
（H31)

施設数

点検計画
（点検実施数を記入） 点検結果

健全性区分別施設数

修繕計画
（修繕実施数を記入）

2018
（H30)

2020
（H32)

管理事務所名
2020

（H32)
2018

（H30)
2017

（H29)
2016

（H28)
2019

（H31)

番号 施設名 道路種別 路線名 所在地

※修繕を実施した吹付法面については、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。
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7.7 附属物 
7.7.1 道路照明灯
【道路照明灯年次計画（H30.4.1時点）】

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

（H28) （H29) （H30) （H31) （H32) （H28) （H29) （H30) （H31) （H32)

1 道路照明灯 国道 155号始め 瀬戸市始め 505 尾張建設事務所 92 81 362 14 38 10 10 5 377 14 33 0

2 道路照明灯 地方道 力石名古屋始め 長久手市、瀬戸市始め 3,969 尾張建設事務所 1,387 1,069 447 2,201 112 117 23 13 31 3 2,235 112 105 0

3 道路照明灯 国道 155号 一宮市、稲沢市、岩倉市、江南市、大口町 326 一宮建設事務所 61 282 34 7 3 6 4 292 34 0 0

4 道路照明灯 地方道 岐阜稲沢線始め 一宮市、稲沢市始め 2,914 一宮建設事務所 224 31 2,105 639 74 76 25 18 69 8 658 61 9 0

5 道路照明灯 国道 155号 愛西市、津島市、弥富市 117 海部建設事務所 23 4 46 35 28 5 3 1 42 27 2 0

6 道路照明灯 地方道 津島南濃線始め 愛西市、津島市始め 2,032 海部建設事務所 316 108 1,085 334 482 119 11 41 33 6 407 465 72 0

7 道路照明灯 国道 155号始め 常滑市、知多市、東海市、大府市始め 1,407 知多建設事務所 374 316 396 473 522 9 7 2 3 1 643 368 0 0

8 道路照明灯 地方道 半田南知多公園線始め 半田市、武豊町、美浜町、南知多町始め 2,492 知多建設事務所 199 237 1,447 336 684 12 13 14 10 15 384 611 0 0

9 道路照明灯 国道 23号始め 常滑市、知多市、東海市、大府市始め 706 西三河建設事務所 150 63 349 232 107 14 4 4 1 3 61 39 5 0

10 道路照明灯 地方道 豊田一色線始め 西尾市始め 2,681 西三河建設事務所 200 96 1,681 753 209 27 11 6 6 6 148 64 6 0

11 道路照明灯 国道 247号始め 高浜市、碧南市始め 508 知立建設事務所 307 165 34 2 2 174 31 1 0

12 道路照明灯 地方道 豊田一色線始め 安城市始め 2,230 知立建設事務所 269 50 506 828 733 81 83 4 27 22 492 45 37 0

13 道路照明灯 国道 248号始め 豊田市 826 豊田加茂建設事務所 305 273 506 31 16 17 0 0 0 0

14 道路照明灯 地方道 豊田安城線始め 豊田市始め 2,434 豊田加茂建設事務所 22 46 1,533 885 13 3 3 0 0 0 0

15 道路照明灯 国道 151号始め 新城市、東栄町始め 1,028 新城設楽建設事務所 368 487 446 66 29 4 9 12 463 59 18 0

16 道路照明灯 地方道 飯田富山佐久間線始め 豊根村始め 1,138 新城設楽建設事務所 167 39 630 447 48 12 1 11 5 469 39 0 0

17 道路照明灯 国道 23号始め 豊橋市、豊川市、蒲郡市始め 1,334 東三河建設事務所 61 673 268 39 301 53 1 11 16 40 301 52 0

18 道路照明灯 地方道 豊橋渥美線始め 豊橋市、田原市始め 2,768 東三河建設事務所 371 603 956 170 944 95 2 4 16 172 944 53 0

施設数
番
号

施設名 道路種別 路線名 所在地

Ⅳ

管理事務所名

点検計画
点検結果

（点検実施数を記入）
健全性区分別施設数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

措置記録

再判定

実施
年月日

再判定後区分別施設数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

修繕計画

（修繕実施数を記入）

※修繕を実施した道路照明灯については、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。

※対策費用 概算修繕費 照明灯建替単価 600～900 千円/基を想定
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7.7.2-1 大型案内標識（門型）
【大型案内標識（門型）年次計画（H30.4.1時点）】

（H28) （H29) （H30) （H31) （H32) （H28) （H29) （H30) （H31) （H32)

1 門型標識 68 主要地方道 力石名古屋線 長久手市前熊 不明 不明 17.0 尾張 2014 Ⅰ Ⅰ ○

2 門型標識 59 主要地方道 力石名古屋線 長久手市前熊 不明 不明 18.0 尾張 2014 Ⅰ Ⅰ ○

3 門型標識 80 一般国道 １５５号 春日井市出川町 不明 不明 12.0 尾張 2014 Ⅰ Ⅰ ○

4 門型標識 267 一般国道 １５５号 春日井市出川町 不明 不明 12.0 尾張 2014 Ⅰ Ⅰ ○

5 門型標識 90 主要地方道 力石名古屋線 長久手市前熊 不明 不明 13.0 尾張 2014 Ⅰ Ⅰ ○

6 門型標識 32750 一般県道 犬山自然公園線 犬山市大字継鹿尾 不明 不明 11.0 一宮 2014 Ⅰ Ⅰ ○

7 門型標識 190 一般国道 ２４７号 東海市名和町 不明 不明 24.7 知多 2014 Ⅰ Ⅰ ○

8 門型標識 81 一般国道 ２４７号 東海市新宝町 不明 不明 14.0 知多 2014 Ⅰ Ⅰ ○

9 門型標識 80 一般国道 ２４７号 東海市新宝町 不明 不明 29.6 知多 2014 Ⅰ Ⅰ ○

10 門型標識 95 一般国道 ２４７号 東海市新宝町 2011 7 14.0 知多 2014 Ⅰ Ⅰ ○

11 門型標識 64 主要地方道 名古屋碧南線 大府市桃山町 不明 不明 13.3 知多 2014 Ⅱ Ⅱ ○ 2015/11 Ⅰ

12 門型標識 126 主要地方道 半田南知多線 知多郡武豊町字七号地 不明 不明 16.0 知多 2014 Ⅰ Ⅰ ○

13 門型標識 105 一般県道 碧南半田常滑線 半田市本町二丁目 不明 不明 15.6 知多 2014 Ⅱ Ⅱ ○

14 門型標識 11101 一般国道 ４７３号 岡崎市本宿西２丁目 2014 4 15.0 西三河 2016 Ⅰ Ⅰ ○

15 門型標識 20583 主要地方道 西尾幸田線 西尾市長縄町 2017 1 30.0 西三河 - Ⅰ Ⅰ ○

16 門型標識 20651 主要地方道 西尾幸田線 西尾市菱池町 2017 1 30.0 西三河 - Ⅰ Ⅰ ○

17 門型標識 473 一般国道 ２４７号 高浜市碧海町 1996 22 32.3 知立 2014 Ⅰ Ⅰ ○

18 門型標識 （国）Ｂ0006 一般国道 ２４７号 高浜市碧海町 2018 0 11.0 知立 ○

19 門型標識 (国）Ｂ0007 一般国道 ２４７号 高浜市碧海町 2018 0 12.5 知立 ○

20 門型標識 (国)Ｂ0016 一般国道 ４１９号 高浜市青木町 2018 0 10.8 知立 ○

所在地
番
号

施設名 管理番号 道路種別 路線名
設置年月

（西暦）

設置後

経過

年数

道路幅員

（ｍ）

管理建設

事務所
施設

毎の

診断

点検結果 点検計画

2016 2017
部材

単位の

診断

点検

実施

年度

措置記録
※１

修繕計画

2018 2019 2020

再判定実施

年月日

再判定

区分

2016 2017 2018 2019 2020

※修繕を実施した大型案内標識（門型）については、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。
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7.7.2-2 大型案内標識（門型以外）
【大型案内標識（門型以外）年次計画（Ｈ30.4.1時点）】

管理建設事務所名：尾張

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

（H28) （H29) （H30) （H31) （H32) （H28) （H29) （H30) （H31) （H32)

1 大型案内標識 一般国道 １５５号 瀬戸市、春日井市、小牧市 84 80 2 1 1 17 1

2 大型案内標識 一般国道 ２４８号 瀬戸市 25 25 0 0 0 2

3 大型案内標識 一般国道 ３６３号 尾張旭市、瀬戸市 22 20 1 1 0 8

4 大型案内標識 主要地方道 （6）力石名古屋線 瀬戸市、長久手市 26 26 0 0 0 0

5 大型案内標識 主要地方道 (15)名古屋多治見線 瀬戸市、春日井市 3 3 0 0 0

6 大型案内標識 主要地方道 (22)瀬戸環状線 瀬戸市、尾張旭市 5 5 0 0 0

7 大型案内標識 主要地方道 （25）春日井一宮線 春日井市、小牧市、豊山町 26 17 9 0 0 25

8 大型案内標識 主要地方道 （27）春日井各務原線 春日井市、小牧市 15 15 0 0 0 0

9 大型案内標識 主要地方道 （30）関田名古屋線 春日井市 6 6 0 0 0 0

10 大型案内標識 主要地方道 （33）瀬戸設楽線 瀬戸市 3 3 0 0 0 2

11 大型案内標識 主要地方道 （36）諸輪名古屋線 東郷町 5 4 0 0 1 3

12 大型案内標識 主要地方道 （49）春日井犬山線 小牧市 3 3 0 0 0 0

13 大型案内標識 主要地方道 （53）春日井瀬戸線 春日井市、瀬戸市 2 2 0 0 0 0

14 大型案内標識 主要地方道 （54）豊田知立線 東郷町 4 4 0 0 0 0

15 大型案内標識 主要地方道 （56）名古屋岡崎線 日進市、東郷町 16 15 1 0 0 7

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

再判定

実施

年月日

再判定後区分別施設数

ⅡⅠ

修繕計画

（修繕実施数を記入）(下線部：事業債)

点検結果

健全性区分別施設数

点検計画

（点検実施数を記入）

番

号
施設名 道路種別 路線名 所在地 施設数

措置記録

Ⅲ Ⅳ

※修繕を実施した大型案内標識（門型以外）については、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。

※対策費用 概算修繕費 大型案内標識立替単価 1,000～1,500 千円/基を想定
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7.7.3-1 道路情報表示装置（門型）

【道路情報表示装置（門型）年次計画（H30.4.1時点）】

西暦 経過年

年 月 2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(H31)

2020
(H32)

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(H31)

2020
(H32) 再判定

実施年月
再判定
区分

1 羽根アンダーパス 主要地方道 岡崎刈谷線 岡崎市羽根町 1997 21 西三河 2016 9月 Ⅱ ○

2 羽根アンダーパス 主要地方道 岡崎刈谷線 岡崎市羽根町 1997 21 西三河 2016 9月 Ⅱ ○

3 栃本[豊田] 一般国道 301号 豊田市志賀町 1991 27 豊田加茂 2015 3月 Ⅰ ○

4 深見[豊田] 一般国道 419号 豊田市深見町 1993 25 豊田加茂 2015 3月 Ⅰ ○

5 大ヶ蔵連[豊田] 一般国道 419号 豊田市大ケ蔵連町 1996 22 豊田加茂 2015 3月 Ⅰ ○

6 西広瀬町[豊田] 主要地方道 豊田明智線 豊田市西広瀬町 1997 21 豊田加茂 2015 3月 Ⅰ ○

7 足助[豊田] 一般国道 420号 豊田市足助町 1992 26 豊田加茂 2015 3月 Ⅰ ○

8 阿蔵473[豊田] 一般国道 473号 豊田市阿蔵町 1999 19 豊田加茂 2015 3月 Ⅰ ○

9 稲橋(気温付)[豊田] 一般国道 257号 豊田市稲武町 2003 15 豊田加茂 2015 3月 Ⅰ ○

10 杉山[新城] 一般国道 151号 新城市杉山 1989 29 新城設楽 2014 12月 Ⅱ ○

11 玖老勢[新城] 一般国道 257号 新城市玖老勢 1992 26 新城設楽 2014 12月 Ⅱ ○

12 豊栄[新城] 一般国道 301号 新城市豊栄 1993 25 新城設楽 2014 12月 Ⅱ ○

13 田峯[新城] 一般国道 257号 設楽町田峯 1990 28 新城設楽 2014 12月 Ⅱ ○

14 坂宇場[新城] 一般国道 151号 豊根村坂宇場 1991 27 新城設楽 2014 12月 Ⅱ ○

15 奈根[新城] 一般国道 151号 東栄町奈根 1993 25 新城設楽 2014 12月 Ⅱ ○

16 清崎[新城] 一般国道 257号 設楽町清崎 1995 23 新城設楽 2014 12月 Ⅱ ○

　※修繕を実施した施設については、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。

番
号

道路情報表示装置名 道路種別 路線名 所在地

設置年度

管理建設事
務所

最新点検年月

健全性
区分

点検計画 修繕計画 措置記録
※
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【道路情報表示装置（門型以外）年次計画（H30.4.1時点）】

西暦
経過

年
年 月

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

2019

(H31)

2020

(H32)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

2019

(H31)

2020

(H32) 再判定

実施年月

再判定

区分

1 定光寺１[尾張] 主要地方道 名古屋多治見線 瀬戸市定光寺町 2007 11 尾張 2017 1月 Ⅰ ○

2 定光寺２[尾張] 一般県道 下半田川春日井線 瀬戸市定光寺町 2007 11 尾張 2017 1月 Ⅰ ○

3 定光寺３[尾張] 一般県道 下半田川春日井線 瀬戸市定光寺町 2007 11 尾張 2017 1月 Ⅰ ○

4 上品野[尾張] 一般国道 363号 瀬戸市上品野町 2007 11 尾張 2017 1月 Ⅰ ○

5 片草[尾張] 一般国道 363号 瀬戸市片草町 2007 11 尾張 2017 1月 Ⅰ ○

6 No.1鹿乗町 主要地方道 名古屋多治見線 瀬戸市鹿乗町 2003 15 尾張 2017 1月 Ⅲ ○ ○

7 No.2平和町 主要地方道 名古屋多治見線 瀬戸市平和町 2003 15 尾張 2017 1月 Ⅰ ○

8 土器野新田UP（表示板A) 主要地方道 名古屋中環状線 清須市土器野 2011 7 尾張 2017 1月 Ⅰ ○

9 土器野新田UP（表示板B） 主要地方道 名古屋中環状線 清須市土器野 2011 7 尾張 2017 1月 Ⅰ ○

10 土器野新田UP(予告東） 主要地方道 名古屋中環状線 清須市土器野 2011 7 尾張 2017 1月 Ⅰ ○

11 土器野新田UP(予告西） 主要地方道 名古屋中環状線 清須市土器野 2011 7 尾張 2017 1月 Ⅰ ○

12 土器野新田UP(予行上流） 主要地方道 名古屋中環状線 清須市土器野 2011 7 尾張 2017 1月 Ⅰ ○

13 土器野新田UP(予告下流） 主要地方道 名古屋中環状線 清須市土器野 2011 7 尾張 2017 1月 Ⅰ ○

14 古川アンダーパス（表示板A) 主要地方道 名古屋祖父江線 清須市清洲田中町 1995 23 尾張 2017 1月 Ⅱ ○

15 古川アンダーパス（表示板B) 主要地方道 名古屋祖父江線 清須市清洲田中町 1995 23 尾張 2017 1月 Ⅰ ○

16 駒来隧動冠水(上り） 一般県道 名古屋犬山線 小牧市中央一丁目 1990 28 尾張 2017 1月 Ⅱ ○

17 駒来隧動冠水（下り） 一般県道 名古屋犬山線 小牧市中央一丁目 1990 28 尾張 2017 1月 Ⅱ ○

18 清洲橋アンダーパス（表示板A) 一般県道 浅井清須線 清須市朝日 1988 30 尾張 2017 1月 Ⅰ ○

19 清洲橋アンダーパス（表示板B) 一般県道 浅井清須線 清須市朝日 1988 30 尾張 2017 1月 Ⅱ ○

20 川留アンダーパス（表示板A） 一般県道 松本名古屋線 春日井市出川町 1992 26 尾張 2017 1月 Ⅰ ○

番

号
道路情報表示装置名 道路種別 路線名 所在地

設置年度

管理建設事

務所

点検計画 修繕計画 措置記録
※最新点検年月

健全性

区分

7.7.3-2 道路情報表示装置（門型以外）

※修繕を実施した道路情報表示装置（門型以外）については、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。


